
 

 

 

 

委託契約書（案） 

 

 

 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川和 代理人 理事 横

井理夫（以下「委託者」という。）と、○○○○（以下「受託者」という。）

との間において、「令和４年度「早寝早起き朝ごはん」推進校事業」（以下「委

託事業」という。）の委託について次のとおり契約を締結する。 

 

 

（委託事業の実施等） 

第１条  委託者は、受託者に対し、本事業の公募要領及び別添事業計画書（以

下「事業計画書等」という。）のとおり委託事業の実施を委託する。 

  ２  委託期間は、契約の日から当該年度の２月２５日までとする。 

 

（委託事業の実施） 

第２条  受託者は、前条に基づき委託事業を実施するものとする。 

  ２  委託者及び受託者の協議に基づき、当該計画が変更されたときも同様

とする。 

 

（委託費の額） 

第３条  委託者が、委託事業に要する費用として受託者に対して支払う金額

（以下「委託費」という。）は、○，○○○，○○○円（消費税及び

地方消費税を含む）とする。 

  ２  委託者は、前項に定める委託費の額を上限として、委託事業の実施

に要した費用を受託者に支払うものとする。 

 

（帳簿記載等） 

第４条  受託者は、委託事業の経費に関する出納を明らかにするために、そ

の経理についての帳簿を備え、支出額を費目別に区分して記載すると

ともに、その支出を証する書類を整理し、委託事業が完了した日から

５年間保管しておくものとする。 

 

（危機管理の責任） 

第５条  受託者は、止むを得ない場合を除き委託事業の実施時において、当

該作業に従事する者及び事業に参加する者の危機管理に対し責任を負

うものとする。 

  ２  受託者は、本委託事業に係る作業を行っている最中において、当該
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作業に従事する者又は事業に参加する者が事件・事故に巻き込まれ又

は疾病・怪我等に罹患した場合は適切に措置しなければならない。 

  ３  受託者は、委託事業の実施にあたり、故意又は過失によって第三者

が事件・事故に巻き込まれ又は疾病・怪我等に罹患した場合は前項に

準じて適切に措置するとともに、その損害に係る賠償の責を負うもの

とする。 

 

（第三者委託禁止） 

第６条  受託者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託（再委託先が委託     

の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に

規定する子会社をいう。）である場合も含む。以下同じ。）してはなら

ない。ただし、業務の主要な部分を除き、その一部を再委託する必要

があるときは、あらかじめ委託者にその承認を得るものとする。 

２ 受託者は、前項ただし書きに定める業務の一部を再委託した場合、当該

再委託先の行為は、受託者の行為とみなすものとする。 

 

（計画の変更等） 

第７条  受託者は、別添の事業計画書に記載された委託事業の内容を変更す

る場合は、委託者に計画変更承認申請書を提出し、その承認を受ける

こととする。 

 

（遂行状況報告等） 

第８条  受託者は、委託者の要求があるときは、委託事業の遂行状況につい

て、遂行状況報告書を作成し、委託者に提出しなければならない。 

 

（委託事業完了報告） 

第９条  受託者は、委託事業が完了したときは、委託事業完了報告書を作成

し、完了した日から１ヶ月以内又は当該年度の２月２５日のいずれか

早い日までに委託者に提出しなければならない。 

 

（調 査） 

第１０条 前条の規定に基づき受託者から委託事業完了報告書の提出を受けた

ときは、委託者は、必要に応じ職員を派遣し、委託事業が契約の内容

及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査できるも

のとする。 

   ２ 委託者は、前項に規定する場合のほか委託事業の実施状況及び委託

費の使用状況について調査するため必要があると認めるときは、受託



 

 

 

 

者に対し報告をさせ、当該委託事業に係る業務の状況又は帳簿、書類

その他必要な物件を調査させることができるものとする。 

   ３ 受託者は、前二項の調査に協力するものとする。 

 

（委託費の精算） 

第１１条 委託者は、第９条に規定する委託事業完了報告書の内容が適正であ

ると認めたときは、委託費を精算し、受託者に対し通知するものとす

る。 

   ２ 前項の額は、委託事業に要した実支出額と第３条第１項に定める委

託費の額のいずれか低い額とする。 

 

（委託費の支払） 

第１２条 委託者は、前条第１項の通知後、受託者の請求に基づいて、受託者

に委託費を支払うものとする。 

  ２ 委託者は、受託者からの概算払申請書の提出を受け、必要があると 

認めるときは、前項の規定に関わらず、第３条第１項に定める委託費 

の額の全部又は一部を概算払いすることができる。 

   ３ 委託者は、前二項の請求があった日から６０日以内に委託費の支払

いを行うものとする。 

 

（過払金の返還） 

第１３条 受託者は、前条第２項によって既に支払を受けた委託費が第１１条

第１項の額を超えるときは、委託者の指示に従い、その超える額を委

託者に返還するものとする。 

 

（著作権） 

第１４条 受託者は、本事業の実施により発生した著作権がある場合には、原

則として、本事業完了後速やかに委託者に帰属させるものとする。 

   ２ 委託者は、本事業により受託者が作成したパンフレット・チラシ・

資料・報告書等これらに類するものの著作権を、受託者に帰属させる

ものとする。 

   ３ 前項の規定にかかわらず、委託者が特に必要と認める場合は、受託

者は、無償にて委託者が使用することを承諾するものとする。 

 

（委託事業の遂行不可能な場合の措置） 

第１５条 委託者、受託者いずれの責にも帰することのできない事由により委

託事業を実施することが不可能又は困難となったときは、委託者、受



 

 

 

 

託者協議してこの契約を解除し、又は変更するものとする。 

   ２ 第１２条第１項、同条第３項及び第１３条の規定は、前項の規定に

基づき、この契約を解除した場合について準用する。 

 

（不正行為等に対する措置） 

第１６条 委託者は、受託者が、次の各号の一に該当すると思われる場合は、

受託者に対して調査を求め、その結果を報告させることができる。ま

た、委託者が必要があると認めるときは、受託者に対して実地調査を

行うものとする。 

    （１）受託者が、この契約書に記載された条件又は公募要領に違反し

たとき 

    （２）受託者が、この契約の締結に当たり不正な申立をしたとき 

    （３）受託者が、委託事業の実施に当たり不正又は不当な行為をした

とき 

    （４）受託者が、委託事業を遂行することが困難であると委託者が認

めたとき 

   ２ 委託者は、前項の結果、この契約に関する不正等が明らかになった

ときは、本契約の全部又は一部を解除し、かつ、既に支払った委託費

の全部又は一部を返還させることができるものとする。 

 

（違約金） 

第１７条 委託者は、前条の規定により契約を解除するときは、受託者に対し、

違約金として契約金額の１０分の１に相当する額を請求することがで

きる。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金等） 

第１８条 受託者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額

の１０分の１に相当する額を違約金として委託者が指定する期日までに支払

わなければならない。 

（１）受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号。（以下「独占禁止法」という。））第３条

又は第１９条の規定に違反し、又は受託者が構成員である事業

団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、

公正取引委員会が受託者又は受託者が構成員である事業者団体

に対して、同法第４９条に規定する排除措置命令又は同法第６

２条第１項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したと

き。ただし、受託者が同法第１９条の規定に違反した場合であ



 

 

 

 

って当該違約行為が同法第２条第９項の規定に基づく不公正な

取引方法（昭和５７年公正取引委員会公示第１５号）第６項に

規定する不当廉売の場合など委託者に金銭的損害が生じない行

為として、受託者がこれを証明し、その証明を委託者が認めた

ときは、この限りでない。 

（２）公正取引委員会が、受託者に対して独占禁止法第７条の２第１８

項又は第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知

を行なったとき。 

（３）受託者（受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）

が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法

第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑

が確定したとき。 

   ２ 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場

合において、委託者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げな

い。 

   ３ 受託者は、この契約に関して、第１項の各号の一に該当することとなった

場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を委託者に提出しなければ

ならない。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第１９条 委託者は受託者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何

らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

    （１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である

場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所

（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である

場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者

をいう。）が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

    （２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、

又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員

を利用するなどしているとき 

    （３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又

は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、

運営に協力し、若しくは関与しているとき 

    （４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを



 

 

 

 

不当に利用するなどしているとき 

    （５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有しているとき 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第２０条 委託者は、受託者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当

する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除すること

ができる。 

    （１）暴力的な要求行為 

    （２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

    （３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

    （４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

    （５）その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約） 

第２１条 受託者は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。 

   ２ 受託者は、前二条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」とい

う。）を下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、全ての

下請負人を含む。）、受任者（再委任以降の全ての受任者を含む。）

及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合

の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第２２条 受託者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明した

ときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に

対し契約を解除させるようにしなければならない。 

   ２ 委託者は、受託者が下請負人等が解除対象者であることを知りなが

ら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理

由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、

若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないと

きは、本契約を解除することができる。 

 

（損害賠償） 

第２３条 委託者は第１９条、第２０条及び前条第２項の規定により本契約を

解除した場合は、これにより受託者に生じた損害について、何ら賠償

ないし補償することは要しない。 



 

 

 

 

   ２ 受託者は、委託者が第１９条、第２０条及び前条第２項の規定によ

り本契約を解除した場合においては、契約金額の１０分の１に相当す

る額を違約金として委託者が指定する期間内に支払わなければならな

い。 

 

（代表者変更等の届出） 

第２４条 受託者は、その代表者氏名又は住所を変更したときは、その旨を文

書により委託者に遅滞なく通知するものとする。 

 

（秘密の保持等） 

第２５条 受託者は、この契約に関連して知ることのできた委託者の知識又は 

情報（個人情報を含む）その他の権利（以下「契約関連情報」という。）

について次の各号の規定を遵守すること。ただし、委託者からの指示

又は承諾がある場合はこの限りではない。 

（１）契約関連情報の目的外利用を禁止するとともに、第三者に漏洩

し、譲渡し、又は利用させてはならない。 

（２）契約関連情報の漏洩等が発生した場合は、被害拡大の防止に万

全に期すとともに、直ちに委託者へ報告すること。 

（３）契約関連情報を複製等してはならない。 

（４）契約関連情報は、契約期間満了後速やかに消去等すること。 

（５）契約関連情報に関する関係法令に基づき業務を実施すること。 

（６）前各号に違反した場合は、契約解除するとともに、委託者に生

じた損害賠償の責めを負うこと 

２  前項の規定は、契約解除後又は契約期間満了後においても存続するも
のとする。 

 

（紛争の解決） 

第２６条 この契約に定めのない事項又はこの契約に定める事項について生じ 

た疑義については、委託者、受託者協議して解決するものとする。 

 

（管轄する裁判所） 

第２７条  本契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機 

構所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。 

 

 

  上記の契約の証として証書２通を作成し、双方記名押印のうえ委託者、受託

者各１通を保有するものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和  年  月  日 

 

           

         委託者 住 所  東京都渋谷区代々木神園町３番１号 

氏 名  独立行政法人国立青少年教育振興機構 

理事長   古川  和 

代理人  理 事   横井 理夫 

 

受託者 住 所   

氏 名                                                                                                             


